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5 月 20 日に開会された小委員会  
○統治機構のあり方に関する調査小委員会 

（鈴木 克昌小委員長（民主）） 

○基本的人権の保障に関する調査小委員会 

（山花 郁夫小委員長（民主）） 

 

統治機構のあり方に関する調査小委員会

（第 4 回） 
〔テーマ〕中央政府と地方政府の権限のあり方（特に、   

  課税自主権） 

 
参考人：  
山幸宣君 

((財)地方自治総合研究所理事･主任研究員) 

質疑者  
野田  毅君（自民）  玄葉光一郎君（民主） 
斉藤 鉄夫君（公明）  山口 富男君（共産）

照屋 寛徳君（社民）  二田 孝治君（自民） 
稲見 哲男君（民主）  永岡 洋治君（自民） 

質疑終了後、自由討議  
 

◎山幸宣参考人の意見陳述の概要 

１．地方分権一括法の効果についての現状 

・通達の廃止により、行政統制の廃止・緩和を目指し

たが、一部の自治体を除いて不十分であり、依然と

して助言･勧告による行政統制が行われている。 

・法定受託事務について、各省大臣から政省令、告示

の形式で処理基準が示されるが、これらの基準が自

治体を拘束する状況を改めるため、地方自治法 14

条 1 項を憲法 94 条のように改めてはどうか。 

・地方自治法 96 条 2 項の議決事項追加条項などの活用

により、地方議会が活性化している例もある。 

・地方分権ムードが、地方自治体の憲法ともいえる「自

治基本条例」の制定につながっており、また、市民

の積極的な参加による条例づくりの大きなうねりは、

地方分権改革の間接的効果といえる。 

・本来、合併は新しい地域づくりであるはずだが、現

在、市町村合併は、地方自治体が財政的困難から脱

することを主な目的として進められており、地方分

権への努力が無にされることが懸念される。 

・合併できない小規模自治体において、スリム化を図

り「身の丈の自治」を考えるなど、本来の意味の「自

立」の動きが出てきているのは皮肉である。 

・(a)現在の三位一体の改革で十分であるかを含めた税

財源のあり方、(b) 政省令の規律密度について監視を

行う機関の設置、(c)地方自治法の規定の簡素化等

について、第 2 次分権改革に向けて検討すべきとと

もに、「地方自治基本法」の制定が必要である。 

２．権限配分のあり方について 

・中央政府と地方政府の権限配分については、「自治

権」を法律上及び憲法上、明確に位置付けていくべ

きである。この「自治権」は、(a)当該区域内にお

ける全権限制の原則が含まれるものとし、(b)第一

義的には基礎自治体に付与され、(c)いずれの事

務・権限を実施・執行するかの判断権が含まれるも

のとする。また、補完性の原理（市町村ができるこ

とはなるべく住民に身近な市町村が行い、市町村が

できないことは都道府県が、都道府県ができないこ

とは国が補完するという原理）に従って、実施・執

行されないこととされた事務は、都道府県、国へと、

より広域的政府の仕事として配分されるが、事務と

その実施団体の対応が明確となる結果、「法定受託

事務」の概念も消滅する。 

・「地方自治基本法」に規定する「自治基本条例」の

規定事項については、法令の適用除外を認めると

いう「権限特例法」を設けたいと考える。 

３．憲法規定について 

・今日の地方自治には､法令の規律密度､行政統制､税

財政制度の問題はあるが､原則的に憲法規定の不備

が地方自治の発展を阻害しているとの認識はない｡ 

・あえて憲法改正を行うとすれば、憲法 93 条に関連

して、首長・議会の二元制を地方自治体の選択制

にすることも検討の余地がある。同時に、代表機

構を含む組織構成、担任事務、課税等について、

米国諸州のようなチャーターに規定し、国会で承

認する制度を導入することにより、「自治権」の

確立を図ることが考えられる。 

・地方には十分な税源がなく、税財源移譲に限界が

あるので、連邦制を採用しない以上、ナショナ

ル・ミニマムの保障のための財源は、中央政府が

調整義務を負わざるを得ない。この点、現在の三

位一体改革は、税財源移譲の額が補助金等の削減

額に追い付いておらず、地方の財政格差を拡大さ

せる点で不十分である。 

４．自治体の適正規模論について 

・何が適正規模であるかについては、なお議論の余

地があり、人口規模だけを基準とすることには疑

問がある。どれだけの自治を実現できるかが問題

であり、権限、財源、事務量との兼ね合いにおい

て考えるべきである。 

・第 28 次地方制度調査会で、「道州制」の検討が行

われているが、「道州制」の概念も明確でない一

方で、小規模自治体の市町村合併が推進されてい

るという現状に対しては懸念を持っている。 
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◎山幸宣参考人に対する質疑の概要 

野 田  毅君（自民） 

・地方分権一括法が成立した頃は、従前の人材や体制

では行政の責任の拡大に対応できないので市町村合

併が必要であるという問題意識であったものが、現

在では、財政問題から市町村合併が必要であるとい

う問題意識に変化してきてしまっていると考えるが、

いかがか。 

・課税自主権を含む税源移譲といっても、なかなか地

方には税源がないのが問題である。国がナショナ

ル・ミニマムを保障するために財政調整する必要が

あるというのも一つの考え方であるが、むしろ、現

在、地方税法で原則一律に定められている地方税の

税率を条例により地方自治体ごとにもっと自由に定

められるようにしてはいかがか。 

・地方自治体が課税自主権を主張する以上、地方自治

体の自己責任で超過税率を適用すべきということに

なるのではないか。 

玄 葉 光一郎君（民主） 

・現在のいわゆる三位一体改革は、「三位バラバラの改

悪」、「国の財政赤字の押しつけ」とも言われており、

額が 1 兆円レベルに止まっているなど全く評価でき

ないと考えるが、参考人の三位一体改革に対する評

価を伺いたい。 

・連邦制とは、司法権もそれぞれの「邦」で有するも

のと理解するが、そのような意味での連邦制を採用

するには、現行憲法の改正では不可能であり、新し

い憲法の制定が必要と考えるが、いかがか。 

・シティ・マネージャー制の採用等、より多様な地方

自治体の形態を認めるためには、憲法 93 条の改正が

必要と考えるが、いかがか。 

・憲法に地方税に関する規定や補完性の原理に関する

規定を明記してはいかがか。 

斉 藤 鉄 夫君（公明） 

・義務教育費国庫負担制度の在り方に関連して、教育

にかかる費用は、国が負担すべきであり、一般財源

化して地方に負担させるべきではないと考えるが、

いかがか。 

・現在、学校図書費は交付税により措置されているが､ 

交付税の計算の基礎になっているだけで、実際にそれ

だけの予算が学校図書費に回っていないという現状

がある。図書費のようなものは、ナショナル・ミニマ

ムとして国がしっかり保障すべきであると考えるが、

いかがか。 

・現在の首長選挙においては、首長に選出される者の

経営者としての能力と選挙の能力が別のものである

ことが問題であると考えるが、シティ・マネージャ

ー制について、参考人の見解を伺いたい。 

山 口 富 男君（共産） 

・参考人には､(a)政府の側に地方自治の位置付けの点

で問題があるとの認識があり、また、(b)「まちづく

り条例」、「身の丈の自治」といった住民自治の拡充

の動きがあるということから、地方政治が、憲法に

規定する「地方自治の本旨」を具体化する能力を持

っているという認識があると理解したが、いかがか。 

・参考人が携わった「地方自治基本法構想」の柱立て

を伺いたい。 

・地方分権一括法において、駐留軍用地特別措置法

上の権限を機関委任事務から国の直轄事務にし

たことは、憲法 94 条との関係で問題があると考

えるが、いかがか。 

・日本国憲法は、明治憲法に規定がなかった地方自

治について新たに規定した点で画期的なものと

考えるが、憲法の地方自治規定の果たしてきた役

割、21 世紀において、その規定が持つ意味につい

て、参考人の見解を伺いたい。 

照 屋 寛 徳君（社民） 

・現在、地方分権一括法が施行され、地方分権が実

践される段階となっている。参考人は「琉球諸島

特別自治制構想」をまとめたことがあるが、沖縄

の自治の現状について、どのように考えているか。 

・参考人が携わった「地方自治基本法構想」を実現

する上で、憲法改正は必要ないと考えるが、いか

がか。 

・地方分権一括法が施行されている現在、「地方自治

基本法構想」の意義について、参考人の見解を伺

いたい。 

・復帰前と復帰後の沖縄の地方自治を比較した際の

参考人の見解を伺いたい。 

二 田 孝 治君（自民） 

・参考人は、「地方自治基本法」の規定により定めら

れる自治基本条例により一定の事項について法

令の適用除外を認める提案をしているが、法令の

適用除外が許される範囲、その具体的な手続につ

いて、参考人の見解を伺いたい。 

・法令の適用除外の例として未成年者の選挙権を挙げ

るが、統治の側面から見たときに、重大な機構に関

する問題が全国レベルでの整合性を持たないこと

になり、不都合であると考えるが、いかがか。 

・参考人も指摘するように、市町村合併の進展によ

り都道府県の空洞化が生じることが想定される。

連邦制や道州制より、都道府県制の廃止を議論す

る方が効率的ではないか。将来的に都道府県も道

州も不要となるのではないか。 

稲 見 哲 男君（民主） 

・一連の地方分権改革は不十分であり、「地方自治基

本法」を制定した上で自治基本条例に基づく自治を

行うべきである。「地方自治基本法」の基本部分を

憲法に規定することについて、どのように考えるか。 

・参考人の主張する「自治権」の内容と、「自治権」

が基礎自治体に一義的に付与されることを憲法に

規定することについて、参考人の見解を伺いたい。 

・分権推進のために地方の課税自主権の拡大が必要

である。地方の課税自主権の本格的拡大のために

は、憲法上新たな規定が必要か。また、道州で徴

税を行い、国の必要分と道州間の財源調整分を道

州から国に納付するという仕組みを導入する場

合、憲法の規定はどのようになるか。 

・道州が課税権を持ったり、基礎自治体が独自の課

税内容を持つためには、憲法上新たな規定が必要

か。あるいは、国が認証すれば足りるか。 

永 岡 洋 治君（自民） 

・現在、中央に人材が集中し、地方の人材が不足す

るという逆ピラミッド型となっているが、地方分

権を進めるに当たって、地方において、権限配分
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に応じた人材の確保が必要になる。この側面からも、

人口 20～30 万人規模の市町村合併を中央主導で進

めざるを得ないと考えるが、いかがか。 

・基礎的自治体を強化するために、道州制は通らなく

てはならないプロセスか。また、道州制を導入する

とした場合、道州にどのような権能を持たせるべき

か。 

・自治体の統治システムは、住民から直接選出される

首長と議会との二元制となっているため、議会の権

能が弱いと考える。地方の選択肢を増やすために、

委員会制やシティ・マネージャー制を導入すること

について、参考人の見解を伺いたい。 

 

◎自由討議における委員の発言の概要（発言順） 

照 屋 寛 徳君（社民） 

・憲法と地方自治の在り方を考える上で、米軍基地問

題は、避けて通れない。 

・日米地位協定は、日本の国内法を尊重することを規

定しているが、一例を挙げれば、米軍関係者が自動

車税を負担していないことや、緊急車両が基地内を

通過できない等の大きな問題がある。また、駐留軍

用地特別措置法は、実質的には沖縄の土地所有者を

対象としたものであるが、同法制定の際、憲法 95

条に定める住民投票が行われていない。 

・今後、分権化を進める際には、憲法の枠内で、一国

多制度ともいうべき多様な自治体の在り方を検討す

べきである。 

増 子 輝 彦君（民主） 

・参考人も述べたように、地方分権が進められている

にもかかわらず、実際には通達行政の弊害が残って

いる。今後、分権化が進むに従い、この問題が大き

くなると考えられる。 

・地方分権が進むに従い、地方の権限は増大するが、

このとき首長の多選は、首長の権限の拡大により独

裁の弊害が生じ、地方自治がゆがむ可能性がある。

立候補の自由との兼ね合いも考えつつ、首長の多選

禁止等の歯止めを検討すべきである。 

斉 藤 鉄 夫君（公明） 

・地方分権の推進に当たっては、権限や財源の移譲が

重要であると改めて感じた。そして、分権を実質化

させるためには、やはり東京に一極集中している経

済の中心の分散が必要である。 

中 山 太 郎会長 

・明治の廃藩置県では、多くの場合、山脈や河川など

自然の地形に基づいて境界が設定されたが、第二次

世界大戦後、高速道路網や通信手段の発達により、

都道府県を越えた生活圏が成立し、都道府県の範囲

が小さくなっているという問題がある。 

・将来、道州制を実施する際には、一方で、道路整備

のように都道府県を越えて生活圏が広がることに対

応するための事業が必要であるが、他方で、財政状

況等他県の実情はよく分からないという矛盾の解決

を、住民と中央政府が一緒に考える必要がある。 

辻      惠君（民主） 

・今国会で審議されている行政事件訴訟法改正案は、

原告適格の厳格性等の行政訴訟の問題点を改善する

ものではなく、不十分である。機関訴訟や団体訴訟

も広く認められるよう改善すべきである。 

・行政の肥大化の中で、行政統制をいろいろな形で

行う必要があるが、だからこそ、地方分権は行政

統制のためにも重要であり、憲法に定める住民自

治の意義をより発展させる必要がある。まちづく

りにあたっては、身近な下からの合意が必要であ

って、「まちづくり条例」等の必要性についての

参考人の指摘は、有益である。 

・基礎自治体の代表機構の在り方については、二元

制から選択制への移行やチャーター制の採用な

ど、多様性を持ったものとすべきである。 

・基礎自治体に対し、第一義的に事務の実施等の判

断権を付与すべきである。それと同時に課税自主

権や条例制定権も自治権確立の方向で捉え直す

べきである。 

 
 

基本的人権の保障に関する調査小委員会

（第 4 回） 
〔テーマ〕経 済 的 ・社 会 的 ・文 化 的 自 由 （特 に、職 業 選

択の自由・財産権） 

 
参考人：  

野呂充君（関西大学法科大学院教授）  
質疑者  

小野 晋也君（自民）  村越 祐民君（民主） 
太田 昭宏君（公明）  井 英勝君（共産）

土井たか子君（社民）  田  元君（自民） 
園田 康博君（民主）  平井 卓也君（自民） 

質疑終了後、自由討議  
 

◎野呂充参考人の意見陳述の概要 

１.経済的自由と精神的自由 

・経済的自由は、精神的自由に比べて法律による規

制を広汎に受ける権利であると一般に理解され

ているが、土地所有権については、土地という財

産に特有ないわば普遍的な制限があり、一般的な

経済的自由の理論には解消できない特殊性があ

ることに留意しなければならない。 

２.経済的自由 

・経済的自由には職業選択の自由、居住移転の自由

及び財産権がある。 

・29 条 1 項と 2 項を素直に読むと、法律で定められ

た財産権の保障に過ぎないことになってしまう

ため、従来の学説は、法律によっても侵すことの

できない財産権（私有財産制や市場経済など）が

あり、それを 1 項で保障するものであると解して

きた。また、3 項は財産権の制約に対する補償を

定める。 

３.都市計画及び景観保護・形成と財産権保障――

ドイツと日本を比較して 

(1) 都市計画法制の比較 

・新規開発・建築をどのようにコントロールするか

につき、ドイツでは「計画なければ開発なし」の
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原則が妥当するのに対し、日本では「開発・建築自

由」の原則が妥当しており、日独で原則と例外が逆

転している。 

・都市計画のシステムについて、ドイツでは地区レベ

ルの詳細計画である B プラン（市町村策定）をコア

にした二段階計画が妥当する。これに対して日本の

都市計画の中心は一般的抽象的な用途地域制度であ

り、ドイツの B プランと違って具体的な将来像を描

くものではない。 

(2) 都市景観法制の比較 

ア）ドイツの法制度 

・ドイツの都市景観法制は、「記念物保護法制」「B プ

ラン」「建築規制法制」の三つから成る。「建築規制

法制」は、 (ⅰ)直接、法律に基づく醜悪化の禁止（地

域限定なし）、(ⅱ)市町村の条例に基づく積極的な景

観保護・形成、の「二段階規制システム」として機

能する。 

イ）日本の法制度 

・日本の景観保護法制は、都市計画法・建築基準法に

おける美観地区・地区計画・建築協定の制度につい

ては、「計画なくして開発なし」の原則がないため、

効果をあげているとは言いがたい。 

・景観緑三法案のうちの景観法案は、いろいろな意味

で従来の制度を改善し、前進するものと評価するこ

とができるが、「計画なくして開発なし」の原則がな

い下で従来の制度を改善しても限界があり、これか

らは、「計画なくして開発なし」の原則に少しでも近

付けるような制度改革を進めていくことが必要であ

る。 

(3) 憲法による財産権保障とまちづくり 

ア）日本国憲法 29 条とボン基本法 14 条は規定ぶりに

差異もあるが、実質的な問題にはあまり影響がない

と考える。むしろ、ドイツの判例が所有権の限界又

は社会的制約を具体的に判断する際、(ⅰ)「土地の

社会的制約」の強調及び(ⅱ)「状況拘束性理論」（土

地の社会的拘束の内容・程度は、当該土地の置かれ

た状況、従来の利用の態様等によって異なるという

考え方）に基づいている点が重要である。 

イ）都市計画法制に即した検討 

・日本の都市計画法制には、｢建築の自由の原則｣と｢必

要最小限度規制原則｣が妥当している。 

・これは、財産権保障の重点を、ドイツは「利用」に

置いているのに対して、日本は「価値」に置いてい

るためだと考えられる。 

ウ）景観法制に即した検討 

・日本においては、強制力を持つ景観保護は例外的・

限定的である。それは、従来、「景観」は、強制力を

もった規制をするには根拠として弱いと考えられて

いたためと思われる。 

・それではなぜ、ヨーロッパにおいては強制力をもっ

た規制が行われているかといえば、土地所有権の特

殊性に根拠を見出しているのではないかと考える。 

・まだ試論であるが、その特殊性とは、土地所有権は、

「特定の場所」で「特定のデザイン」の建築を行う権

利が相対化される性質を内在しているということ

を指摘したい。 

 

◎野呂充参考人に対する質疑の概要 

小 野 晋 也君（自民） 

・財産権は社会生活を営む上での基本的な権利であ

るという認識に立ち、憲法に所有者の責任と義務

を明記すべきと考えるが、いかがか。 

・憲法に「公共の福祉に反する場合には、財産権は

制約を受ける」ということを明記すべきと考える

が、いかがか。 

・「公共の福祉」の内容は、時代の状況に応じて適宜

法律により定められていくものと考えられるが、具

体的に「公共の福祉」の内容を判断するに当たって、

学説上、考慮すべき項目を整理したものはあるか。 

・公共の福祉の内容として、「限られた資源をともに

分かち合い、最大限効果的に社会の利益のために

使われる」という文言を明記すべきと考えるが、

いかがか。 

村 越 祐 民君（民主） 

・今国会で審議されている「景観法案」について、

(a)ドイツにおける同種の制度との異同、 (b)当該

法案の実効性、について伺いたい。  
・文化財保護の観点からどのように財産権を見直す

べきであると参考人は考えるか。  
・景観あるいは文化財保護に関する具体的な憲法規定

の必要性の有無について、参考人の見解を伺いたい。 
・国立マンション訴訟の地裁判決では、「景観権」が

一部認められたが、(a)「景観権」に対する参考人

の評価、(b)「景観権」の根拠の所在、について伺

いたい。  
太 田 昭 宏君（公明） 

・かつて葉梨前議員が、住民が積極的に「街づくり」

に関与していくという趣旨の「都市計画権」を憲

法に明記すべきであるとの主張を披瀝したこと

があるが、このような考え方に対する参考人の見

解を伺いたい。  
・我が国では、29 条で保障される土地所有の権利を

絶対的なものとして捉え、都市計画等に必要な規

制ができていないのではないかと考えるが、いか

がか。 

・29 条 2 項では、他の条文にあるように「公共の福

祉に反しない限り」とせず、「公共の福祉に適合

するやうに」と規定していることから、景観問題

については国家が立法措置を積極的に行うべき

であるとの意見もあるが、これに対する参考人の

見解を伺いたい。 

・「街づくり」について、私は、日本では「景観」よ

りも「住みやすい街」が優先される傾向にあると

考える。参考人は「美しい街」という点を重視し

たが、これは、「景観」と「住みやすい街」との

どちらに比重を置いているのか。  
 井 英 勝君（共産） 

・18 世紀末に所有権は絶対的不可侵とされたが、

1919 年のワイマール憲法以降、経済的自由は、社

会権の保障の範囲内で確保されるというように

変わり、この歴史の流れは日本国憲法にも反映さ

れていると考える。しかし、近時、日本では経済
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効率を重視し、ワイマール憲法以来の流れに逆行し

た弱肉強食の経済活動が横行している。日本国憲法

の定める経済的自由の観点から現在の経済活動を見

た場合、参考人はその有り様をどのように評価する

か。 

・街を形成してきた住民の意思を無視し、事業者が経

済的自由の名の下に、巨大な資本力を投入して突然

違う街を作り、住民の生活基盤を破壊するようなこ

とは、経済的自由の行使といえども許されないと考

えるが、いかがか。 

土 井 たか子君（社民） 

・ドイツの基礎的自治体には、日本の地方自治体と比

べて、都市計画に関して強い権限が与えられている

が、この都市計画権限における日本とドイツの地方

分権の差について、特に 92 条の地方自治の本旨の

「住民自治」の観点から、参考人の見解を伺いたい。 

・一般的な土地収用手続に拠らずに民有地である駐留

軍用地の継続使用を可能とする 1997 年の駐留軍用

地特別措置法の改正は、29 条が保障する国民の財産

権を侵害するものであり、日米安保条約を憲法より

も上位と捉える政府認識が現れたものであると考え

る。日本と同様に米軍基地が存在するドイツでは、

上記のような問題に対してどのような取扱いがなさ

れているか。 

 田    元君（自民） 

・太田委員が指摘したように 29 条 2 項は「公共の福祉

に適合するやうに」とあり、その他の条文では、「公

共の福祉に反しない限り」と規定するが、この違い

は、財産権については、公共の福祉の要請の範囲が

大きくなるという立法の趣旨を含んでいることの現

れと思われるが、いかがか。 

・昔、公共の福祉による制限としては地域住民の安全

のための河川改修などが挙げられた。現在では、公

共の福祉は、地域住民の利便性や街づくり、景観と

いった「地域住民の快適さ」のようなものまで含ま

れると解されるようになってきている。このように

財産権における「公共の福祉」の概念は、拡大して

きていると考えるが、いかがか。 

・ドイツの都市計画が精緻かつ包括的であることが大

変参考になったが、ドイツと同じく美しい街並みが

保たれている他のヨーロッパの地域は、どのような

制度を持つのか。 

・EU 法制において、都市計画・景観形成はどのように

扱われているか。 

園 田 康 博君（民主） 

・ボン基本法 14 条 3 項は、公用収用に関して、法律で損

失 補 償 の方 法 と程 度 を定 めなければ、公 用 収 用 はでき

ないと規定している。一方、日本では判例により、法律が

補償規定を欠いていても、29 条 3 項を根拠に損失補償

を請求でき、当該法律は違憲とならないとされている。日

本の憲法も条文上、ボン基本法 14 条 3 項のような規定

があれば、公用 収 用 に関 する法 律 の規 定 がより精 密 に

なるのではないかと考えるが、いかがか。 

・損失補償の基準・内容をできる限り法律上明記して

いく必要があると思われる。日本国憲法 29 条 3 項は

「正当な補償」とあるが、この文言の読み方につき、

完全補償説と相当補償説とがある。諸外国の例をみ

ると、スイスは「完全」、ポルトガルは「適正」、ス

ペインは「相当」と規定している。日本の条文も

その文言が適切であるか、議論が必要であると考

えるが、いかがか。 

平 井 卓 也君（自民） 

・1994 年に新設されたボン基本法 20a 条では、国家

権力の濫用から国民の基本的人権を守るという

近代憲法の考え方から一歩踏み出し、「国の将来

の世代に対する責任」を定めている。同条は、国

家目標として環境保護を定めているとされるが、

ここには景観の保護までも含むものと解するこ

とができるか。また、この規定が、ドイツにおけ

る景観保護・形成に関する法制度に与えた影響は

何か。 

・20a 条には、賛否両論あるが、私は、「国家を構成

していくことについての全員の基本的合意」をあ

らわしたものとして、評価したい。いま、基本的

人権に関する観念を転換させて、①権利と義務を

表裏一体のものとして認識し、②権利は権力に対

する牽制ではなく、自己実現の手段である、と考

え、人権の体系を日本社会の実態に合うよう新し

くすることも必要と考えられる。以上のようなこ

とを考えるに当たり、同条の経験は参考になると

考えるが、いかがか。 

・景観規制を進めるには国民の間に共通のコンセン

サスがなければならないと思われる。ドイツには

景観保護のための財産権制約に対する国民の間

のコンセンサスがあるのだとすれば、日本にその

ようなコンセンサスは形成されつつあるのか。 

・ドイツでは法律による醜悪化の禁止と、条例に基

づく積極的な景観形成という二段階システムが

採用されているとのことだが、この「醜悪化」は

具体的にどのようなものであり、誰が判断するの

か。その判断に対する反発などはないのか。また、

このようなシステムを我が国に導入することは

考えられるか。 

・ドイツのローテンベルク市条例では、最高 50 万ユ

ーロ（約 6,500 万円）という高額な過料が科され

るが、日本では憲法 94 条及び地方自治法 14 条 3

項の制約から、100 万円以下の罰金等しか定めら

れない。この点をどのように考えるか。 

 
◎自由討議における委員の発言の概要（発言順） 

倉 田 雅 年君（自民） 

・所有権は絶対であるとの思想が日本では一人歩き

している。圏央道の事業認定等の差止めを認めた

地裁判決も、社会全体の利益を考えておらず、所

有権は絶対であるとの思想が背景にあるように

思われる。 

・現行の土地収用法の手続は精緻なもので、これ以

上簡略化したり、要件を緩和するようなことはで

きないと考える。 

・司法修習では、「公共の福祉」の内容が多様化して

いる現実をしっかり教育して、裁判官が社会の変

化についていけるようにしなければいけない。 

 田    元君（自民） 

・29 条の「公共の福祉」には、街づくりに伴う人権

制約も含めて考えるべきである。その例として、

私の地元の宇都宮では、市民自らが新型路面電車
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（LRT）の導入に向けて熱心な動きを見せているが、

実際に路面電車を敷設するとなると自動車の流入を

防ぐなどの権利制限をせざるを得ないという議論が

ある。憲法改正に当たってはこのような観点からの

議論も必要であると考える。 

園 田 康 博君（民主） 

・諸外国の憲法には、文化・景観などさまざまな理由

によって私的所有権を制限できることを定めたもの

がある。それらはその国の歴史・伝統等の中で培わ

れたものであり、この多元的な部分は 21 世紀にさら

に進化していくものであろう。21 世紀に耐えうる憲

法を作るに当たっては、これら文化・景観について、

公共性との関係の中で新たな枠組みを作るべきであ

る。 

・景観に関する規定を憲法に設けても努力目標としかなら

ず意味がないとする見解もあるが、25 条の社会権が、生

活保護など具体的な権利の拠り所となっている例に見ら

れるように、意 味 がないとは言 えない。住 民 参 加 の下 で

地方分権が進めば、権利としての「景観」が見出せるよう

になると考 えられる点 からも、景 観 について憲 法 に定 め

ることは考える意味がある。 

 井 英 勝君（共産） 

・公共財の価値が失われないために私有財産が制限さ

れることは、近代的な社会の発展の中では当然であ

る。景観が壊されることは憲法に原因があるのでは

なく、憲法の規定が踏みにじられてきたためであり、

憲法を正しく運用していくことが必要である。 

･フランス人権宣言に定める絶対不可侵の財産権か 

ら､社会権の実現という観点からの財産権へと変わ

ってきたことは人類の進歩の現れであり、それが 29

条に反映されている。とりわけ 2 項の「公共の福祉」

は、生存権に適応するように財産権を法律で定める

ことを求めており、重要である。3 項に関しては、土

地収用等の手続は厳格になされるべきであるにもか

かわらず、駐留軍用地特別措置法の改正のようにこ

の手続が歪められる事態も起こっている。 

・圏央道の代執行問題に関する判決は、行政に対して

公益性の厳格な立証を求めた点が特徴的であり、計

画策定段階での住民参加や司法判断を受ける仕組み

が不十分な現行法の問題点を浮き彫りにした。こう

した問題の解決に向けた法整備が必要であり、憲法

を現実に近づけるのではなく、憲法を活かすために

立法や政策的取組を行うことが重要である。 

 
 

このニュースは、衆議院憲法調査会における議論の概

要等を、簡潔かつ迅速にお知らせするために、憲法調査

会事務局の責任において要約・編集し、原則として、開

会の翌日に発行しているものです。 
 正確かつ詳細な議論の内容については、会議録をご

参照ください。  
《衆議院会議録議事情報》 
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/
html/index_kaigiroku.htm 
《国立国会図書館》 
http://kokkai.ndl.go.jp/ 
 
 

 

意 見 窓 口 「憲 法 の ひ ろ ば｣ 

 平成 12 年 2 月より、憲法について広く国民の声

を聴くため、意見窓口｢憲法のひろば｣を設けており

ます。  
 
これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳 

・受  付  意  見  総  数：2362 件（５/２０現在）  
・媒  体  別  内  訳  

葉 書  1418 封 書  451 
ＦＡＸ  316 E-mail 177 

・分  野  別  内  訳   
前 文  212 天 皇  86 
戦 争 放 棄  1566 権利・義務  59 
国 会  37 内 閣  35 
司 法  13 財 政  13 
地 方 自 治  11 改 正 規 定  17 
最 高 法 規  9 そ の 他  1319 

※複数の分野にわたる意見もございますので､分野

別内訳の総数は､受付総数とは一致しません。  
 
【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】 

FAX 03－3581－5875 
E-mail kenpou@shugiinjk.go.jp 
郵 便 〒100-8960  千代田区永田町 1－7－1 
     衆議院憲法調査会「憲法のひろば」係  
 いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、電

話番号を明記して下さい。  
 
 

今 後 の 開 会 予 定 

日付  開会  
時刻  会 議 の 内 容 

午前 
9:00 

基本的人権小委 

[テーマ] 

刑事手続上の権利（行刑上の

問題を含む）・被害者の人権  
参考人：田口守一君（早稲田大学

法学部・法務研究科教授） 

5.27 
（木） 

午後 
2:00 

統治機構小委 

 [テーマ] 

二院制と会計検査制度  
会計検査院当局より説明聴取

森下伸昭  君（会計検査院長） 
重松博之  君（会計検査院事

務総局次長）  
参考人：只野雅人君（一橋大学

大学院法学研究科助教授）  
6.3 

（木） 
午前 
9:00 

憲法調査会（小委員長からの報

告聴取及び自由討議） 

6.10 
（木） 未定 憲法調査会 

※諸般の事情により変更される可能性があります。  
 


